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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月7日(2016.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　前記切替弁は、前記機能水生成部の下流側且つ前記貯水部の上流側に設けられ第１のポ
ートと第２のポートとを有し、前記第１のポートが前記貯水部と連通し前記第２のポート
が前記便器の排水配管と連通する第１の状態と、前記第１のポートおよび前記第２のポー
トが前記貯水部と連通する第２の状態と、を切替可能であり、
　前記機能水生成部により生成された機能水が前記貯水部に貯留されるときには、前記切
替弁は、前記第１の状態となり、前記噴出部が前記貯水部に貯留された機能水を噴出する
ときには、前記切替弁は、前記第２の状態となることを特徴とする請求項２記載のトイレ
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　前記機能水生成部は、アルカリ性水と、機能水として寄与し前記貯水部に貯留される酸
性水と、を生成する電解槽を有し、
　前記貯水部は、内部に格納された金属を有し、
　前記噴出部から噴出される機能水は、金属イオンを含む酸性水として前記ボウルの表面
に噴出されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載のトイレ装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　前記切替弁は、前記機能水生成部の上流側に設けられ第１のポートと第２のポートとを
有し、前記第１のポートが前記貯水部と連通し前記第２のポートが前記便器の排水配管と
連通する第１の状態と、前記第１のポートおよび前記第２のポートが前記貯水部と連通す
る第２の状態と、を切替可能であり、
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　前記機能水生成部により生成された機能水が前記貯水部に貯留されるときには、前記切
替弁は、前記第１の状態となり、前記噴出部が前記貯水部に貯留された機能水を噴出する
ときには、前記切替弁は、前記第２の状態となることを特徴とする請求項２記載のトイレ
装置。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　第３の発明は、第２の発明において、前記切替弁は、前記機能水生成部の下流側且つ前
記貯水部の上流側に設けられ第１のポートと第２のポートとを有し、前記第１のポートが
前記貯水部と連通し前記第２のポートが前記便器の排水配管と連通する第１の状態と、前
記第１のポートおよび前記第２のポートが前記貯水部と連通する第２の状態と、を切替可
能であり、前記機能水生成部により生成された機能水が前記貯水部に貯留されるときには
、前記切替弁は、前記第１の状態となり、前記噴出部が前記貯水部に貯留された機能水を
噴出するときには、前記切替弁は、前記第２の状態となることを特徴とするトイレ装置で
ある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　第５の発明は、第１～４のいずれか１つの発明において、前記機能水生成部は、アルカ
リ性水と、機能水として寄与し前記貯水部に貯留される酸性水と、を生成する電解槽を有
し、前記貯水部は、内部に格納された金属を有し、前記噴出部から噴出される機能水は、
金属イオンを含む酸性水として前記ボウルの表面に噴出されることを特徴とするトイレ装
置である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　第６の発明は、第２の発明において、前記切替弁は、前記機能水生成部の上流側に設け
られ第１のポートと第２のポートとを有し、前記第１のポートが前記貯水部と連通し前記
第２のポートが前記便器の排水配管と連通する第１の状態と、前記第１のポートおよび前
記第２のポートが前記貯水部と連通する第２の状態と、を切替可能であり、前記機能水生
成部により生成された機能水が前記貯水部に貯留されるときには、前記切替弁は、前記第
１の状態となり、前記噴出部が前記貯水部に貯留された機能水を噴出するときには、前記
切替弁は、前記第２の状態となることを特徴とするトイレ装置である。
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